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１．制度の趣旨

本制度は市民の皆様自らが地域における快適で美しい住環境の創造と景観の向上

を図るため、南丹市が管理する道路や河川、公園等の清掃活動を実施いただく際、そ

の活動に要する経費の全部又は一部を補助する制度です。

２．対象となる団体

補助の対象となる団体は、構成員５人以上の団体で基礎的な日常生活圏域として一

体性をもっている範囲で活動する団体とします。

具体例としては、行政自治会、ＰＴＡ及び子供会、老人クラブ、女性会、青年団等

を対象団体として想定しています。

３．対象となる事業

皆様の身近にある市管理道路・河川・公園・法定外公共用物等の美化の向上につな

がる清掃活動等を対象とします。具体例としては、南丹市が管理する道路の側溝清掃

作業や道路・河川及び公園敷地の除草作業等を対象としています。

ただし、ボランティア保険等に加入いただいてから作業を実施していただくことを

原則とさせていただきます。

（注）次のような事業は対象外とします。

① 南丹市が管理する施設でないもの（国や府の管理施設等）

② 南丹市が主催する清掃活動やイベント開催前後に行われる周辺の清掃活動等

③ 他の補助制度の対象となっている場合

４．対象となる経費

補助の対象となる経費は上記清掃活動を実施するために必要となる経費（消耗品費、

燃料費、保険料、委託料（作業の一部を民間事業者等へ委託したものに限る。）及び

借上料（必要な機械を民間事業者等から借り上げたものに限る。））とします。

具体的には参加者に対するボランティア保険掛金、草刈機等の燃料代、軍手・お茶・

ゴミ袋・鎌・草刈機の刃等の消耗品費、草刈機等の作業委託費や借上料等を対象とし

ます。

（注）次のような費用は対象外とします。

① 草刈機等の備品

② 熱中症予防等安全上必要な飲料（お茶、スポーツ飲料等）以外の飲食物

③ 全ての作業を民間事業者等に委託した場合

５．補助金の額

補助金の額は、参加者１人あたり５００円を基本とし、年１回限り、上限額は２万

５千円(１団体５０人まで）とします。
ただし、清掃活動に要した経費が基本額（５００円×参加者数）に満たない場合は、

その経費相当額（１００円未満切捨て）を補助金額とします。



６．申請手続き等

上記の清掃活動を計画される団体又は対象と思われる活動を既に

活動の申出・相談 地域で実施予定の団体の代表者の方は、実施までにその内容を市役

所担当課（建設整備課）へご相談ください。

ご相談いただいた内容について、担当課で実施予定箇所の確認等

実施箇所等の確認 本補助事業としての適否を検討し、その結果をご連絡いたします。

その際、保険の加入についてもご確認させていただきます。

上記の連絡を受けた後、事業を実施してください。

実施日等の連絡は不要です。年度内であれば、いつ実施していた

補助事業の実施 だいても構いません。

ただし、補助金の交付は１団体年１回です。年間に２回、３回の

実施をいただく場合は、最終回が終了した時点でまとめて申請し

てください。

清掃活動実施後、補助金交付申請書兼実績報告書（様式第１号）

補助金の申請等 に必要な書類を添えて提出してください。

（様式は南丹市ホームページからダウンロードできます。）

ご提出いただいた申請書兼実績報告書により、適正に事業が実施

補助金の交付決定 されているかを審査し、適正と認めた場合は補助金交付決定通知書

兼補助金額確定通知書により補助金額及び支払予定日を通知いたし

ますので、その金額を記載した請求書の提出をお願いします。

補助金の支払いは口座振替にてお支払いいたしますので、振込完

補 助 金 の 交 付 了後、市役所より申請者（代表者）へ支払通知書を郵送させていた

だきます。

以上が制度の概要です。

なお、本補助事業は単年度事業です。次年度以降に同事業を実施される際も同様の事

務手続きをお願いします。

また、予算の関係上、事業計画がある場合はお早めにご相談いただきますようお願い

いたします。

□制度に関する問い合わせ先

土木建築部 建設整備課 ℡0771-68-0051


